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「「「アアアルルル検検検」」」厳厳厳しししいいい基基基準準準値値値ののの根根根拠拠拠ははは？？？

過過過度度度ななな懲懲懲罰罰罰ははは、、、極極極度度度のののプププレレレッッッシシシャャャーーーににに！！！

「「「乗乗乗務務務員員員等等等ににに対対対すすするるるアアアルルルコココーーールルル検検検査査査」」」ににに関関関すすするるる申申申ししし入入入れれれ

平成３０年３月１７日のダイヤ改正から、運輸所及び車両所において

アルコール検査が実施されているが、これまで多くの社員が乗務不可と

され、賃金カットに加えて処分を科せられています。

このような過度な懲罰は、乗務員等に対して極度のプレッシャーを与

え、安全確保に支障を与えかねないものです。そもそもアルコール検査

の基準値は、平成２２年１０月 1日より乗務不可とする数値基準を「０．

１０mg/ℓ 以上」としていました。しかし、今回の確認方法の変更で「ア

ルコール検知器でなんらかの数値が記録された場合」と曖昧な表現とな

り、０．０５１mg/ℓ 以上をもって「酒気帯び」と判断して「処分対象」

としていますが、その根拠は明らかに示されていません。私たちは処分

の乱発を許さず、１８項目にわたる解明・要求を本日申し入れました。

アアルルココーールル検検査査にによよるる

「「処処分分」」のの乱乱発発ははややめめろろ！！！！


